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Keyword 
  新型ケアハウス、複合施設、ＢＴＯ方式、ミックス型(サービス対価＋介護報酬＋利用料金収入＋国庫補助金)、事業期間約21年 

事例 7 山陽町新型ケアハウス整備事業     （山口県山陽町※ 人口 22,608人(H16)）

● 事業概要

「山陽町新型ケアハウス整備事業」は、町の高

齢者を対象とするユニットケアを採用した新型ケア

ハウス、デイサービス施設、地域交流センター及び

小公園で構成される複合施設を整備するＰＦＩ事業

です。既存の山陽老人福祉センターを解体撤去し

た後、ケアハウスとデイサービスの定員各40 人の地

上 4 階、鉄筋コンクリート造の施設を建設し、施工完

了後速やかに山陽町に所有権を移転し、平成 37 年 3 月 31 日までの約 21 年の運営期間中、本施設を町からＰＦＩ

事業者へ貸借して運営及び維持管理業務を委託するＢＴＯ方式で実施します。 

平成 15 年 9 月に実施方針を公表後、平成 16 年 4 月、優先交渉権者を選定し、7 月に契約を締結しています。

現在は、施設名称を「ケアハウスさんよう」と決定し、平成 17 年 10 月のオープンを目指し、建設工事が進んでいま

す。 

1．事業化までの検討経緯・庁内体制の流れ

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 平成 14 年度、そもそも、既存施設の山陽老人福祉センターの老朽化と経営

不振への対策を社会福祉協議会理事会において協議中であった。 

・ その際に有識者からＰＦＩ手法の紹介があり、町長がＰＦＩ方式によるケアハウ

ス整備計画の検討を発意。 

・ 新型ケアハウスＰＦＩ事業の先行事例である東京都杉並区へ課長 2 名を派

遣、聞き取り調査を実施。山陽町での同種事業実施へ肯定的な結果を得

る。

・ 平成14 年7 月、山陽町新型ケアハウス建設ＰＦＩ調査研究委員会(部長3 名･

課長9 名･係長1 名)を設置し、内部検討開始。 

・ 杉並区への聞き取り調査結果や「ＰＦＩ年鑑 2004 年版（日本ＰＦＩ協会刊）」の

既存ＰＦＩ事業の実施状況やＶＦＭ等を参考に検討した結果、ＰＦＩ導入の適

性があるとの判断となった。 

・ 平成14年12月、同委員会から町長へＰＦＩの導入を提言。平成15年度予算

に新型ケアハウス調査委託費を計上した。（ＰＦＩアドバイザリー業務委託） 

社会福祉協議会理事会で既存

施設について協議 

新型ケアハウス調査委託に係る

コンサルタント選定(外部委託) 

平成15 年5 月 

・ 平成15 年4 月、民生部保健福祉課に 1 名の専属職員（事務局）を配置。

・ 平成 15 年 5 月、新型ケアハウス調査委託に係るコンサルタントとしてプロポ

ーザル方式により㈱日建設計シビルを選定。 

・ 15年9月、選定審査会（外部有識者2名、庁内5名、住民代表1名）を設置。

施設供用開始予定

【事業者選定段階】 

①実施方針の公表：平成15年 9月 ④入札    ：平成16年3月

②特定事業の選定：平成15年10月 ⑤事業者の決定：平成16年4月

③募集要項の配布：平成15年12月 ⑥事業契約締結：平成16年7月

平成17 年10 月 

平成14 年上旬 

山陽町新型ケアハウス建設 

ＰＦＩ調査研究会を設置 

選定審査委員会を設立

内部検討の結果、 

ＰＦＩ調査委託の実施を決定 

○ ＰＦＩ事業化検討開始以前の経緯

○ ＰＦＩ事業化検討の経緯

平成15 年9 月～ 

平成14 年7 月 

町長の 
発意

平成14 年12 月 

庁内
合意

※平成17年3月、小野田市と合併。山陽小野田市となる。
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2．本事業における特色や課題とその解決策 

■ ケアハウス入居者の将来変動（需要変動リスク）について事前に綿密な調査・検討を町により実施しました。 
ケアハウスの運営は、介護報酬、施設利用料等による民間事業者の独立採算となっており、需要変動リスクにつ

いても事業者の負担となっていますが、実施方針公表後の質問回答の際に、周辺の類似施設における入所待機

者数について電話聞き取り調査を実施し、当施設の規模（40 床）を上回る待機者数があることを町にて確認しまし

た。聞き取り調査結果は、質問回答において公表し、民間事業者が需要リスクについて適切な判断が可能となるよ

うに配慮しました。 

 

■ 国庫補助金が仮に交付されない場合は、町の責任分担（リスク分担）としました 
本事業では、老人福祉施設関係国庫補助（厚生労働省）を申請しました。当初、国庫補助金が交付されなかった

場合、町が事業費を調達できなくなり、事業実施そのものが不可能になるのではないかとの懸念が県から提起され

ましたので、その場合は町の起債で事業費を賄う旨、回答しました。また、万が一の補助金の不交付リスクを町のリ

スク分担とすることについては、本事業の場合、妥当であると考えられ庁内から異論は出ませんでした。 

 
■ 応募企業グループの代表企業（介護事業者）に対して県内の運営実績を求めました 

本事業の応募企業の資格要

件について、代表企業は「高齢

者介護サービス事業の運営実績

を山口県内で有する介護事業

者」であることとしました。これに

対しては、本事業へ応募する民

間事業者の数が減少するのでは

という懸念もありましたが、本事

業の実施のためには地域事情に

精通し、かつ、運営段階での迅

速な対応能力が不可欠であると

考え、県内での運営実績を応募

資格要件として求めることとしま

した。 

 

■ 予定価格の取扱い及び一部施設内容変更について柔軟な対応策を講じました 
本町で従来型事業を行った場合と同様、本事業においても予定価格の公表は実施しませんでした。結果的に、

4 グループの応募者のうち、予定価格を超過したグループもありましたが、これについては、募集要項で事前に明

記していたとおり、価格提案の後に、予定価格超過分について事業者の負担とするか否かを確認し、事業者がこ

れを承諾したため、当該提案者の提案書についても審査継続の措置をとりました。 

また、優先交渉権者と契約を締結する前の段階に、募集要項において民間事業者へ要求していた「短期入所施

設（数部屋規模）」について、県から「短期入所施設の本施設への併設は難しい」との指導があり、短期入所施設を

事業範囲から除くことになりました。これへの対応策として、民間事業者と町の間で協議を行い、短期入所施設と計

画していた床面積部分については、他の用途へ変更することを決定しました。ただし、この際契約金額の変更はあ

りませんでした。 

 

3．事業開始後の状況 

(1) 現在の状況とモニタリングについて 

現在、施設建設が進行中です。建設モニタリング（町による建設進捗状況の監視）は、町の直営（1級建築士資格

を持つ職員 1 人が担当）で実施しています。また、平成 17 年 10 月からの運営期間中は、町職員（ケアマネジャー

有資格者）が、月1回施設現地に赴き、運営モニタリングを実施し、事業の運営状況を監視する予定です。また、民

間事業者の経営状況の監視のために、財務諸表等のチェックも毎年度、町により実施する予定です。 

建設・維持管理 
清 水 建 設 ㈱ 

山口銀行 

会計 及 監理 
大旗連合建築設計㈱ 

山 
陽 
町 

ＰＦＩ 
事業契約 

融資契約 

建設工事請負契約 
入居者 

及 
利用者 

サービス提供 

維持管理委託契約 
設計契約 

代表企業 

構成員 構成員 

運営 及 維持管理事業者 
（医） 光 栄 会 

民間事業者グループ 

事業スキーム図
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（2） ＰＦＩ導入のメリット 

■ 民間事業者の創意工夫を事業内容に反映することができました 
本事業では、性能発注方式を採用し、また、民間事業者の提案評価について価格以外の事業の内容評価の比

重を高くしたことにより、応募 4 グループ各々から創意工夫のある提案が得られました。例えば、選定案では、本ケ

アハウス事業と、隣接する既存の公営老人ホーム及び特養施設との連携を柱とした老人福祉の拠点ゾーンとして

その地区の運営を図るといった優れた提案が見られました。 

 

■ 長期一括発注によるコスト削減を達成しました 
事業費についても、設計･施工と長期の運営・維持管理を一括発注することにより、当初の町の想定に比して

14％ものコスト低減が達成されました。長期一括発注については、従来型の業務毎の個別発注に比べて、コスト削

減効果は大きいと実感します。例えば本事業は既存福祉センターの解体工事を含みますが、従来型の解体工事

単独発注の場合よりも、新施設建設工事の一部となることで工事管理費等を中心に大きな費用低減が図られたと認

識しています。 

 

（3） ＰＦＩ導入のデメリット 

ＰＦＩは新しい事業方式であり行政も不慣れなため、検討スケジュールが遅れることも想定されます。本事業でも、

定例の町議会日程と県の事業認可スケジュールが合わず、施設供用開始の予定期日の変更を避けるため、当ＰＦＩ

事業の施設買入れの議案のみのために臨時の町議会を開催することとなりました。ＰＦＩ事業の実施に当たっては、

十分に余裕のあるスケジュールを設定するとともに、厳格なスケジュール管理が必須と考えます。 

また、ＰＦＩ事業においては事業者選定手続きが煩雑で負荷が大きいと感じました。特に公開で行う民間事業者と

の質問回答は、膨大な質問数となり非常に大変でした。ただ、結果として、質問回答を通じ行政の提示する事業計

画の不足点等について、民間事業者からの意見を参考に早期に見直し対応することができるというメリットも感じて

います。 

 

4．ＰＦＩ事業を振り返って 

ＰＦＩ導入を目指されている他団体へのアドバイス 
■ 既存のＰＦＩ事例を参考に行政内部で初期検討を行うことが可能です 

本事業を担当した感想として、施設の供用開始までに時間的な余裕のある

事業については、ＰＦＩ方式導入の検討を行う価値はあると考えます。現在では

ＰＦＩ事業の既存事例数が相当数あるため、これらの事業規模（事業費）、ＶＦＭ

及び実施スケジュールの実績等を参考にすれば、行政内部で、おおよそＰＦＩ

導入の可能性や効果を把握することが可能であり、その後のＰＦＩ導入可能性

調査の予算化のための判断材料とすることも可能であると考えます。 

 

■ 複数名による検討事務局の構築が望ましいと考えます 
庁内検討体制ついては、複数名の職員によって構成される事務局を設置することが望ましいと考えます。事業

担当課の職員に加え、建築関係部署（施設整備の技術面に対応）や財政関係部署（起債等に対応）の職員が、他

業務との兼務でも構わないので、正式に事務局員となることが好ましいと考えます。また、事務局員間の議論・相談

の活性化のためには、役職が同等な職員によるフラットな組織を構築することが望ましいと思います。 

 

■ 県担当課との意思疎通や情報共有が重要です。 
ＰＦＩ事業に限ったことではありませんが、市町村によるＰＦＩ事業の場合は特に、県の関連担当部局とできる限り

早期に意思疎通を図ることが非常に大切です。本事業では、新型ケアハウス調査を外部委託した直後に、県の補

助金担当課（高齢保健福祉課）、市町村課、政策企画課への概要説明・報告を行い、情報共有に努めました。 

一方、県のＰＦＩ事業担当は地域振興政策課、国庫補助に関しては高齢保健福祉課、起債に関しては市町村課と、

本事業に関連する県の対応窓口が複数存在し、非常に大変でした。県の窓口の一元化を行ってほしいと希望しま

す。 

 

 

事業担当者： 山陽町 民生部 保健福祉課 主査（ＰＦＩ担当） 山相
やまあい

 信安氏 

       〒757-8634 山口県厚狭郡山陽町大字鴨庄94番地 

       ＴＥＬ： 0836－71－1812 

事業担当者の山陽町民生部主査の 
山相信安さん 



173 

 
●事業データ  

   

事業名称 山陽町新型ケアハウス整備事業 

発注者 山陽町（山口県） 

施設の種類･規模等 新型ケアハウス 

ＰＦＩ事業の範囲 既存施設の解体撤去･敷地造成､新型ケアハウス､デイサービス施設､地

域交流センター､小公園からなる複合施設の設計･建設､維持管理･運

営。土地は無償貸与 

   

ＰＦＩ事業の概要  

 事業方式 ＢＴＯ方式 

 事業形態 ミックス型：サービス対価＋介護報酬＋利用料金収入＋国庫補助金 

 事業期間 21年 

   

ＰＦＩアドバイザー（公共側）  

 会社･団体名 ㈱日建設計シビル、朝日監査法人、東京青山･青木法律事務所 

 アドバイザー選定方式 指名プロポーザル方式 

   

事業実施スケジュール  

 実施方針の公表 平成15年9月19日 

 特定事業の選定 平成15年10月31日 

 募集要項等の配布 平成15年12月19日 

 事業者選定 平成16年4月16日 

 事業協定締結 平成16年7月30日 

 開 業 平成17年10月1日（予定） 

   

ＶＦＭ(Value for Money)  

 特定事業の選定段階でのＶＦＭ 14.0% 

 事業者の選定段階でのＶＦＭ 非公表 

   

   

提案審査  

 民間事業者選定の方法 総合評価一般競争入札 （一段階提案） 

 価格と定性面の評価方式 加算方式 

 内、価格要素の割合 6.0% （提案譲渡金額の比率） 

 審査委員会構成 （合計人数） 7人 

  内、学識経験者等 2人（特養ホーム施設長、宇部フロンティア大学講師） 

    管理者（公務員） 4人（助役、民生部長、総務部長、産業建設部長） 

    その他（地元等） 1人（女性団体） 

   

選定･落札事業者  

 代表企業 医療法人社団光栄会 

 構成企業 大旗連合建築設計㈱、清水建設㈱広島支店 
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リスク分担表（実施方針の公表段階）
事業名：　山陽町新型ケアハウス整備事業

町 民間
1 募集要項の誤り及び内容の変更に関するもの ○
2 選定事業者の事業の実施に必要な資金調達に関するもの ○

3
選定事業者と契約が結べない、又は契約手続に時間を要する
場合

○ ○

4 町の債務負担行為の設定に関する承認が得られない場合 ○
5 本事業に直接的影響を及ぼす町に関わる政策の変更 ○
6 事業に直接的影響を及ぼすもの法令等の新設・変更 ○

7
介護保険制度・支援費制度の改定（介護報酬、障害程度区分
変更、単価、支援費の引き下げ等）による介護報酬の減収等

○

8 上記以外の法令等の新設・変更 ○
9 町が取得すべき許認可の遅延に関するもの ○
10 選定事業者が取得すべき許認可の遅延に関するもの ○
11 消費税の範囲変更及び税率変更に関するもの ○
12 法人の利益に係る法人税の新設・変更に関するもの ○
13 上記以外の法人税の新設・変更に関するもの ○

14
建物所有に関する税制の新設・変更によるもの（町への所有
権移転前）

○

15 その他事業に影響を及ぼす税制の新設・変更に関するもの ○ ○

16
選定事業者が行なう調査・工事による騒音・振動・地盤沈下
等による損害

○

17 選定事業者が注意義務を怠ったことによる損害 ○

18
本施設の設置に関する住民反対運動，訴訟の処理（費用負担
を含む。）

○

19
選定事業者が行なった調査・本施設の工事及び運営・維持管
理に関わる住民反対運動，訴訟の処理（費用負担を含む。）

○ ○

環境問題リスク 20
有害物質の排出・漏洩、工事に伴う水枯れ、騒音、振動、大
気汚染、水質汚濁、光・臭気に関するもの

○

21 土壌地下水汚染等、土地の瑕疵に関するもの ○

町側起因の場合 22 町の指示，債務不履行、不承認によるもの ○

23
事業者の提供するサービスの品質が要求水準書に示すレベル
を満たさなかった場合 ○

24 事業者の事業放棄，破綻によるもの ○

25
天災、暴動等自然的又は人為的な事象のうち、通常の予見可
能な範囲を超えるもの

○ △

26 提案システムが供用開始までに技術的に陳腐化した場合 ○
27 提案システムが供用中に技術的に陳腐化した場合 ○
28 開業前のインフレ・デフレ △ ○
29 開業後のインフレ・デフレ（独立採算部分） ○
30 開業後のインフレ・デフレ（サービス購入型部分） ○ △

31 金利変動 ○

32 建設、運営における従業員の労働災害 ○

33
選定事業者の指示・判断の不備、変更による工事請負契約内
容の変更

○

34 町の指示の不備、変更による工事請負契約内容の変更 ○
35 町が実施した測量・調査に関するもの ○
36 選定事業者が実施した測量・調査に関するもの ○

37
地質障害（撤去作業に伴う計画地の土壌汚染を含む。）、地
中障害物により新たに必要となった費用の負担及び工期の延
長

○

38 町の提示条件・指示の不備、変更によるもの ○
39 選定事業者の指示・判断の不備によるもの ○
40 落選時の応募コストの負担 ○
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町 民間
41 建設に要する資材置き場の確保に関すること ○
42 建設予定地の確保に関するもの ○
43 解体撤去予定建築物の明渡し ○
44 建築物の解体撤去に関するもの ○
45 町の提示条件・指示の不備、変更によるもの ○
46 選定事業者の指示・判断の不備によるもの ○
47 選定事業者に起因する工事遅延・未完工による開業の遅延 ○
48 町側に起因する工事遅延・未完工による開業の遅延 ○
49 町の指示による工事費の増大 ○

50
上記以外（但し、不可抗力による場合は除く。）の工事費の
増大

○

51 施工監理に関するもの ○
52 要求仕様不適合（施工不良を含む。） ○
53 使用前に工事目的物や材料他、関連工事に関して生じた損害 ○
54 利用者の減少に伴う施設の採算性悪化 ○

55
運営上の事故や施工中に発見できなかった本施設の瑕疵等に
よる事故等でもたらされる利用者からの損害賠償請求

○

56 用途の変更等、町側の責による事業内容の変更 ○

57
山陽町の責による事業内容･用途の変更等に起因する維持管理
費の増大

○

58
上記以外（但し、不可抗力による場合は除く。）の要因によ
る運営費用の増大（物価・金利変動によるものは除く。）

○

59
町及び第三者に起因する事故及び火災等災害による施設の損
傷

○

60 選定事業者に起因する事故及び火災等災害による施設の損傷 ○

61
選定事業者が適切な維持管理業務を実施しなかったことに起
因する施設の劣化

○

62 什器・備品の損傷 ○ ○
63 要求仕様不適合（施工不良を含む。） ○
64 温泉用源泉の枯渇又は周辺土壌汚染による水質の悪化 ○
65 選定事業者の警備不備による情報漏洩、犯罪発生等 ○
66 上記以外のもの ○

67 事業期間満了時における要求性能水準の保持 ○

68
終了手続に伴う諸費用の発生に関するもの、事業会社の清算
手続に伴う評価損益等

○

凡例：リスク負担者：○主分担△副分担
同一項目欄に複数の〇又は〇及び△がついているものは、詳しい分担を事業契約において定めるものとする。
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